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衆議院厚生労働委員会ニュース 

平成 25.5.17 第 183回国会第 12号 

 

5月 17日（金）、第 12回の委員会が開かれました。 

 

 

（質疑者及び主な質疑内容） 

山 下 貴 司君（自民） 

・厚生年金基金制度の評価及び制度改正の必要性に対する

厚生労働大臣の見解を伺いたい。 

・代行割れに陥った原因を厚生年金基金ごとに分析するこ

とにより、基金の財政状況の悪化を防ぐことができると

考えるが、これまでどのような行政指導を行ってきたの

か丸川厚生労働大臣政務官に伺いたい。 

 

輿 水 恵 一君（公明） 

・一定の要件を満たした厚生年金基金を存続させることに

より代行割れに陥るリスクも残ることになるが、存続の

選択肢を残した理由及び将来における代行割れリスクを

回避するための施策を伺いたい。 

・公的年金の積立金について、国民が将来安心して年金を

受け取ることのできるような運用がなされているのか、

厚生労働省に伺いたい。 

 

柚 木 道 義君（民主） 

・いわゆるアベノミクスにより物価が上昇しても、年金受

給額は実質的には目減りすることを国民に説明するべき

ではないか。 

・急激な物価上昇が起きれば、年金受給額引き上げ抑制に

よる年金受給額の減少が短期間に集中してしまうことに

ついて、厚生労働大臣の見解を伺いたい。 

・人為的に引き起こされる急激な物価上昇によって実質年

金受給額が目減りする受給者に対し、何らかの配慮が必

要なのではないか。 

 

 

 

 

 

 

中 根 康 浩君（民主） 

・いわゆるアベノミクスで物価が上昇すれば実質年金受給

額が目減りすると報道されている。物価変動等の経済情

勢が年金受給額に与える影響についてシミュレーション

を示して欲しい。 

・当時の自民党が100年安心と言っていた平成16年の年金制

度改正は、100年間の財政均衡を図るということで、年金

受給者の暮らしが100年安心なわけではない。年金制度の

抜本改革を検討すべきではないか。 

・一定の要件を満たした厚生年金基金を存続させることに

しているのは、公務員の天下り先を確保するためではな

いか。 

 

伊 東 信 久君（維新） 

・米国の女優が受けた遺伝子診断に基づく乳がん予防のた

め乳腺切除手術に関して厚生労働大臣の感想を伺いたい。 

・第３号被保険者記録不整合問題が生じた原因と再発防止

に向けた具体的な取組について伺いたい。 

・健全な厚生年金基金であっても、その存続について改め

て検証すべきであると考えるが、厚生労働大臣の見解を

伺いたい。 

 

新 原 秀 人君（維新） 

・現在の60代は元気な人が多く、「高齢者」の定義を見直す

べきと考えるが、厚生労働省の見解を伺いたい。 

・国民年金について、保険料の納付を60歳以降も可能とす

ることや受給開始年齢を遅らせることで受給額を増やす

ことができる仕組みを導入することについて、厚生労働

大臣の見解を伺いたい。 

・公的年金制度を賦課方式から積立方式に移行することに

対する厚生労働省の見解を伺いたい。 

 

 

 

１ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案（内閣提出第 53号） 

・原案及び修正案について、田村厚生労働大臣、桝屋厚生労働副大臣、丸川厚生労働大臣政務官及び政府参考人に対

し質疑を行いました。 



本ニュースは、速報性を重視した概要版として事務局において作成しているものです。 

詳細な内容については会議録を御参照ください。 
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足 立 康 史君（維新） 

・厚生年金基金の代行割れ問題が生じた責任は自民党政権

にあると考えるが、厚生労働大臣の見解を伺いたい。 

・厚生年金基金を10年間ですべて解散させる民主党案に対

する厚生労働大臣の評価を伺いたい。 

・公的年金制度の中で、高所得の高齢者から低所得の高齢

者に所得を移転させる世代内移転という考えについて、

厚生労働大臣の感想を伺いたい。 

 

柏 倉 祐 司君（みんな） 

・本法に基づき解散した厚生年金基金について、代行部分

の返上が滞った場合、厚生年金本体の財政リスクは被保

険者全体に及ぶのか、当該厚生年金基金の加入者のみに

及ぶのかを確認したい。 

・清算型基金に指定された厚生年金基金が清算計画の策定

や他の企業年金への移行を行うに当たって、政府はどの

ような支援策を講じるのか。 

・年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の資産運

用規模は大きすぎると考えるが、ＧＰＩＦの資産運用規

模に対する厚生労働省の見解を伺いたい。 

 

高 橋 千鶴子君（共産） 

・物価が２％上昇した場合に来年年金の特例水準は一挙に

解消されるという理解でよいのか。その場合、マクロ経

済スライドが発効されるが、年金受給額はどのようにな

るのか。 

・企業年金は賃金の後払いであり、受給権を保護するのが

大前提と考えるが、厚生労働大臣の認識を伺いたい。 

・予定利率を一律5.5％とする規制が撤廃された後も、多く

の厚生年金基金が積立不足となることを懸念して低金利

にもかかわらず高い予定利率を設定していたことについ

て、厚生労働省が対策を講じなかったことは問題ではな

かったのか。 

 

 

 

 


